
工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 
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工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 
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工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

１． 目的 ～工事関係書類の削減による業務の効率化～ 

 １－２ 目的 

 （３）工事書類の提出方法（紙と電子）の明確化 

 

２．本手引きの適用 

 ２－１ 適用範囲 

   本手引きを適用する工事は、土木請負工事必携、土木工事共通仕様書、 

土木工事施工管理基準を適用する「兵庫県県土整備部所管の土木請負工 

事」とする。 

 

 

３．基本事項 

県土整備部土木請負工事成績評定の実施要領 

 ３－２ 監督員の役割の再確認 

（１）・施設台帳等の作成対象となる施設の確認、既存施設台帳等の受注者

への貸与、受注者が作成した施設台帳等の確認 

・県土整備部土木請負工事成績評定の実施要領にもとづく該当する考 

査項目の確認 

 （２）・県土整備部土木請負工事成績評定の実施要領にもとづく該当す 

る考査項目の確認 

 

 ３－６ 工事書類の提出方法（紙と電子）の明確化 

 （１）提出方法（紙と電子） 

電子納品対象工事＊の工事書類の提出方法は、下表を原則とする。な 

お、工事写真については、紙と電子の両方を提出することを原則とする。 

 

 

 

 

 

１.目的 ～工事関係書類の削減による業務の効率化～ 

 １－２ 目的 

  （３）工事書類の提出方法の明確化（電子と紙による二重提出（納品）の

廃止） 

 

２．本手引きの適用 

 ２－１ 適用範囲 

   本手引きを適用する工事は、土木請負工事必携、土木工事共通仕様書、

土木工事施工管理基準を適用する「兵庫県土木部所管の土木請負工事」と

する。 

 

３．基本事項 

土木部土木請負工事成績評定の実施要領 

 ３－２ 監督員の役割の再確認 

（１）・施設台帳等の作成対象となる施設の確認、登録用台帳等の受注者へ

の貸与、受注者が作成した施設台帳等の確認 

・土木部土木請負工事成績評定の実施要領にもとづく該当する考査項

目の確認 

（２）・土木部土木請負工事成績評定の実施要領にもとづく該当する考査項 

目の確認 

 

 ３－６ 工事書類の提出方法の明確化（電子と紙による二重提出（納品）の

廃止） 

 （１）電子納品に係る事前協議 

電子納品対象工事＊における工事書類の提出方法や検査時の対応等 

については、受発注者間の事前協議により決定し、受注者は、協議結果を

「電子納品に係る事前協議チェックシート」に取りまとめ、工事打合簿に

より監督員に提出する。 

   



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

* 電子納品対象工事： 設計金額２千万円以上の工事（緊急施工が必要な災害

復旧工事等を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 重要構造物及び新技術・新工法に関する書類など維持管理等におい

て利活用が見込まれる書類に限り、電子による提出の対象にできる。なお、

電子による提出とする場合には、受発注者間の事前協議において、紙によ

る提出の有無について取り決めておく。 

＜利活用が見込まれる書類例＞ 

・先進的な工法の施工方法、特殊な施工現場での施工機械が記載され 

たもの 

※2 電子による提出に努める。 

 

 

 

 

 

工事書類 
提出方法 

紙 電子 

工事写真 ○ ○ 

発注図面  ○ 

完成図面  ○ 

施設台帳データ  ○ 

施工計画書  ○※1  

材料確認願・承諾願   ○※2  

出来形・品質管理に関する書類   ○※2  

工事打合簿  ○ 

工事履行報告書  ○ 

段階確認・立会願  ○ 

特記仕様書  ○ 

電気通信、機械設備に関する書類   ○※2  

* 電子納品対象工事： 設計金額２千万円以上の工事及び施設台帳を作成す 

る工事（緊急施工が必要な災害復旧工事等を除く） 

 

＜電子納品の対象（必須・選択の区分）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事書類 
電子納品対象 

必須 選択 

工事写真 〇  

発注図面 〇  

完成図面 〇  

施設台帳データ（対象工事の場合） 〇  

施工計画書  〇 

材料確認願・承諾願  〇 

出来形・品質管理に関する書類  〇 

工事打合簿 〇  

工事履行報告書 〇  

段階確認・立会願 〇  

特記仕様書 〇  

電気通信、機械設備に関する書類  〇 



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

（２）電子納品等に係る事前協議 

  電子納品対象工事における工事書類の提出方法や検査時の対応等につ 

いては、受発注者間の事前協議により決定し、受注者は、協議結果を「電子

納品に係る事前協議チェックシート」に取りまとめ工事打合簿により監督員

に提出する。 

 

 

 

 

Point 

 

３－７ 電子化書類の作成【共通仕様書 第３編 3-1-1-7】 

（１）兵庫県電子施工管理システムの活用 

  設計金額が 2,000 万円以上かつ工期４か月以上の工事（鉄道会社、市町等

への施工委託、負担金工事等を除く。）は、原則として、兵庫県電子施工管

理システム（以下「電子施工管理システム」という。）を活用し工事関係書

類を作成するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電子納品対象の工事書類については、工事書類削減のため、検査時の 

対応も電子データによる対応に努める。 

 

（２）電子と紙による二重提出（納品）の廃止 

   電子納品対象工事のうち、電子納品が「必須」となる工事書類について

は、電子での提出を原則とし、電子納品が「選択」となる工事書類につい

ては、電子のみまたは紙のみによる提出とする。なお、検査時も含めて電

子と紙の両方の提出は求めない※こととする。 

   ※ただし、受発注者間の事前協議により紙の提出とする場合は、その限

りではない。（この場合でも、紙による提出は最小限とするよう留意す

ること。） 
 

Point 

 

３－７ 電子化書類の作成【共通仕様書 第３編 3-1-1-5】 

（１）兵庫県電子施工管理システムの活用 

  設計金額が 2,000万円以上の工事及び施設台帳を作成する工事（鉄道会社、

市町等への施工委託、負担金工事等を除く。）は、原則として、兵庫県電子

施工管理システム（以下「電子施工管理システム」という。）を活用し工事

関係書類を作成するものとする。 

ただし、事前協議により、電子施工管理システムを利用しない場合は、こ

の限りではない。 

なお、電子施工管理システムに登録しないと、オンライン電子納品システ

ムが利用できないことに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電子納品を行う書類は、検査時その他の場合において紙での提出・提

示は行わないことを原則とし、紙と電子による書類の二重提出（納品）

がないように徹底する。 



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

４. 工事関係書類一覧表 （案） 

４－１ 必要な書類（共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 工事関係書類一覧表 （案） 

４－１ 必要な書類（共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

６．着手前に必要となる書類 

 ６－１ 電子納品に係る事前協議チェックシート 

 

 

    ※1 電子納品対象工事：設計金額２千万円以上の工事 

 

 ※2 「3－6工事書類の提出方法(紙と電子)の明確化｣を参照 

 

 

 ６－４ 施工計画【共通仕様書 第１編 1－1－1－4】 

Point 

・工事着手前（契約書に定める工事始期日以降３０日以内）に主任監督員

に紙ベースで提出し、監督員が確認。 
 

 

７．工事施工に必要となる書類 

 ７－１ 工事打合簿 

Point 

・工事打合簿として処理する書類は、電子施工管理システム又は紙資料

による方法で主任監督員に提出する。 

 

 

 ７－３ 工事写真 

 ※電子納品対象工事：設計金額２千万円以上の工事 

（緊急施工が必要な災害復旧工事等を除く） 

 

Point 

 

 

・電子納品対象工事における工事写真は、紙と電子の両方を納品するこ

とを原則とする。 

６．着手前に必要となる書類 

 ６－１ 電子納品に係る事前協議チェックシート 

 なお、電子施工管理システムに登録しないと、オンライン電子納品シス 

テムが利用できないことに留意すること。 

    ※1 電子納品対象工事：設計金額２千万円以上の工事及び施設台帳を 

作成する工事（緊急施工が必要な災害復旧工事等を除く） 

 ※2 「3－6工事書類の提出方法の明確化（電子と紙による二重提出（納 

品）廃止）｣を参照 

 

６－４ 施工計画【共通仕様書 第１編 1－1－1－4】 

Point 

・工事着手前（契約書に定める工事始期日以降３０日以内）に主任監督員

に提出し、監督員が確認。 
 

 

７．工事施工に必要となる書類 

 ７－１ 工事打合簿 

Point 

・工事打合簿として処理する書類は、電子施工管理システムにより主任

監督員に提出することを原則とする。 

 

 

 

 ７－３ 工事写真 

 ※電子納品対象工事：設計金額２千万円以上の工事及び施設台帳を作成する

工事 

（緊急施工が必要な災害復旧工事等を除く） 

 

 

 

 

 



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

（２）ダイジェスト版 

Point 

 

 

 ７－４ 出来形管理【共通仕様書 第 1編 1-1-1-23】 

（１）出来形管理書類の構成 

 ④出来形管理図（土木工事施工管理基準付録 2-1、県土整備部土木請負

工事成績評定の実施要領 別紙－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ダイジェスト版を提出する場合、ダイジェスト版は紙による提出とし、

写真管理基準に基づく工事写真は電子による提出とすることを原則と

する。 

（２）ダイジェスト版 

Point 

 

 

 

 

 ７－４ 出来形管理【共通仕様書 第 1編 1-1-1-23】 

（１）出来形管理書類の構成 

 ④出来形管理図（土木工事施工管理基準付録 2-1、土木部土木請負工事

成績評定の実施要領 別紙－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ダイジェスト版を提出する場合、電子による提出を原則とする。 



工事書類作成の手引き（土木請負工事） 新旧対照表 

現 行(R4.12) 改 定(R5.10) 

８．工事完成検査時に必要となる書類 

 工事検査時に必要となる工事完成図書は、以下の書類とする。 

 

 

提出・提示書類（書類属性既定

義） 
部数 

書類の

取扱い 
出典 

① 工事完成届 １ 提出 契約書 第３１条 

共通編第１編 1-1-1-20 

②工事打合簿（再掲載） 

（出来形、品質管理資料含む） 

１ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

③ 施工計画書（土木工事承諾願含

む）（再掲載） 

１ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

④完成図面（再掲載） １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

⑤ 工事写真 

（工事管理状況写真含む）（電子納品） 

１ 提出  

（再掲載）  （ダイジェスト版） １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

⑥ 工事履行報告書（再掲載） １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

⑦ 段階確認書、立会願（再掲載） １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

⑧ 安全管理（再掲載） １ 提示 共通編第１編 1-1-1-26 

⑨ 建設業退職金制度の履行確認 １ 提示 入札のしおり第２３ 

共通編第１編 1-1-1-40 

⑩ 再資源化等報告書＊２ 
（再生資源利用計画書実施書） 
（再生資源利用促進計画書実施書） 

1 提出 共通編第１編 1-1-1-18 

⑪ 納品伝票一覧表＊３ １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-6 

⑫ 工事管理状況に関する書類、記録等 １ 提示 共通編第 1編 1-1-1-20 

 
 

８．工事完成検査時に必要となる書類 

 工事検査時に必要となる工事完成図書は、以下の書類とする。 

 

 

提出・提示書類（書類属性既定

義） 
部数 

書類の

取扱い 
出典 

① 工事完成届 １ 提出 契約書 第３１条 

共通編第１編 1-1-1-20 

②工事打合簿（再掲載） 

（出来形、品質管理資料含む） 

１ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

③ 施工計画書（土木工事承諾願含

む）（再掲載） 

１ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

④完成図面（再掲載） １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

⑤ 工事写真 

（工事管理状況写真含む）（電子納品） 

１ 提出  

（再掲載）  （ダイジェスト版） １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

⑥ 工事履行報告書（再掲載） １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

⑦ 段階確認書、立会願（再掲載） １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-7 

⑧ 安全管理（再掲載） １ 提示 共通編第１編 1-1-1-26 

⑨ 建設業退職金制度の履行確認 １ 提示 入札のしおり第２３ 

共通編第１編 1-1-1-40 

⑩ 再資源化等報告書＊２ 
（再生資源利用計画書実施書） 
（再生資源利用促進計画書実施書） 

1 提出 共通編第１編 1-1-1-18 

⑪ 納品伝票一覧表＊３ １ 提出 共通編第 3編 3-1-1-6 

⑫ 工事管理状況に関する書類、記録等 １ 提示 共通編第 1編 1-1-1-20 

⑬電子成果品の登録を示す書類 1 提出 共通編第 1編 3-1-1-5 

 

 


